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  令和７年度税制改正により、「特定親族特別控除」の創設が行われました。所得者が特定親族を有す

る場合には、その所得者の総所得金額等から、その特定親族１人につき、その特定親族の合計所得金額

に応じて次の金額を控除します。 

 
 

                         出典 国税庁「令和７年分年末調整のしかた」 

かわら版をご覧の皆様こんにちは。 日増しに寒さがつのる今日この頃、皆様におかれましては 
益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
今回のかわら版では、新たに創設された「特定親族特別控除」についてご紹介します。 
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